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第 

1 計画策定の趣旨 

   わが国では、平成１０年（1998 年）に自殺者数が３万人を超え、その後も毎年

３万人前後という状況が続いてきました。このような状況を受け、平成１８年

（2006 年）に自殺対策基本法が成立しました。これまで、自殺は個人の問題とし

て考えられがちでしたが、すべての国民に関係する問題として、社会全体で取り組

む課題であると考えられるようになりました。 

   また、平成２８年（2016 年）には、自殺対策基本法が改正され、各関連施策と

の連携による自殺対策の一層の推進と、各自治体における自殺対策計画の策定が義

務付けられました。 

そこで、本市では、平成３１年（2019 年）３月に初めて「熊本市自殺総合対策

計画」を策定し、令和５年度（2023 年度）までを計画期間とし、関係機関ととも

に自殺対策の取組を進めてきました。 

しかしながら、平成３０年（2018 年）まで減少傾向にあった自殺者数は、新型

コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰等、社会情勢の大きな変化の中で、令和元

年（2019 年）、令和２年（2020 年）、令和４年（2022 年）と前年を上回ってお

り、深刻な状況が続いています。 

このような中、令和４年（2022 年）１０月に国の自殺総合対策大綱が見直され、

重点施策には、「こども・若者の自殺対策を更に推進する」等の１２項目に加え、新

たに「女性の自殺対策を更に推進する」という項目が追加されました。 

本市においても、第１期計画に引き続き「自殺はその多くが防ぐことのできる社

会的な問題」との認識のもと、自殺総合対策大綱の内容及び本市の課題を踏まえ

「第２期熊本市自殺総合対策計画」を策定することとしました。 

計画の策定に当たっては、全庁的な協議に加え、地域の関係機関・団体によって

構成される熊本市自殺対策連絡協議会で協議を行っています。 

   本計画では、自殺に追い込まれる市民を一人でも少なくすることを目指すととも

に、自殺対策を社会全体の問題として改めて認識し、行政、関係機関及び学校等を

はじめ、すべての市民が主体的に取り組むことを目指します。 
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2 基本理念  

 

 

 

令和２年（2020 年）には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で自殺の要

因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、全国の自殺者の総数は 11 年ぶ

りに前年を上回りました。特に、小中高生の自殺者数は、増加傾向となっており、令

和４年（2022年）には過去最多となっています。 

本市においても同様の傾向がみられ、かけがえのない多くのいのちが自殺で失われ

ている状況です。 

自殺（自死）※は、様々な要因により心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が

考えられなくなったときに起こることが知られています。また、自殺の原因となる

様々な要因のうち、多重債務や長時間労働等の社会的要因については制度の見直しや

相談支援体制の整備等の社会的な取組により防ぐことができます。 

これらのことから、自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、防ぐことので

きる社会的問題であるといえます。 

そのため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺リスク要因）」

を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて

社会全体の自殺リスクを低下させることが必要です。 

本市では行政、関係機関、市民がともに支えあって住みやすいまちづくりを進める

とともに、本計画を中心として、さらに効果的な自殺対策に積極的に取り組み、『誰

も自殺に追い込まれることのない「支えあう熊本市」の実現』を目指します。 

 

 

 
※自殺と自死 

自殺と自死の表現については様々な意見があります。そのため本市では「自殺未遂者・自殺

者親族等のケアに関する検討会」報告書や「『自死・自殺』の表現に関するガイドライン」を

参考に、主に遺族を対象とする場合は「自死」を使用し、法律の名称や行為そのもの等を表

す場合は「自殺」を使用することとしています。この計画でもそれにあわせて「自殺」と

「自死」を表記しています。 

誰も自殺に追い込まれることのない「支えあう熊本市」の実現を目指す 
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3 計画の位置付け 

本計画は、平成２８年（2016 年）に改正された自殺対策基本法に基づき、国の

定める自殺総合対策大綱及び熊本県の定める第３期熊本県自殺対策推進計画の趣旨を

踏まえて、自殺対策基本法第１３条に定める「市町村自殺対策計画」として策定する

ものです。 

また、本計画は本市の総合計画や各種計画と連携を図りながら、自殺対策を推進し

ていくこととしています。 

 

 

 

4 計画の期間 

   計画の実施期間は、令和６年度（2024 年度）から令和９年度（2027 年度）ま

での４年間とします。 

なお、自殺対策基本法または自殺総合対策大綱が見直された場合は、適時見直しを

行います。 

 

 

等

熊本市総合計画

地域福祉計画

健康くまもと21基本計画

障がい者生活プラン

子ども輝き未来プラン

くまもとはつらつプラン

男女共同参画基本計画

教育大綱

教育振興基本計画

人権教育・啓発基本計画

しごと・ひと・まち創生総合戦略

しごと・ひと・まち創生実施計画

地域防災計画・水防計画

消費者行政推進計画

消費者教育推進計画

第２期

熊本市自殺総合対策計画

自殺対策基本法

整

合

自殺総合対策大綱 熊本県自殺対策推進計画

連携

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

熊本市

自殺総合

対策計画

熊本市

総合計画

国の

自殺総合

対策大綱

熊本県

自殺対策

推進計画

第１期 熊本市自殺総合対策計画

R元年度～R5年度

第２期 熊本市自殺総合対策計画

R6年度～R9年度

自殺総合対策大綱（旧）

H29.7.25～R4.10.14

自殺総合対策大綱（現行）

R4.10.14閣議決定～

第２期 熊本県自殺対策推進計画

H30年度～R4年度

第３期 熊本県自殺対策推進計画

R5年度～R9年度

熊本市第8次総合計画

R6年度～R13年度

熊本市第7次総合計画

R元年度～R5年度

自殺総合対策大綱

おおよそ5年で見直し

第４期 熊本県自殺対策推進計画

R10年度～R14年度

第３期 熊本市自殺総合対策計画

R10年度～R13年度
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5 数値目標 

 

 

 

本市では、自殺に追い込まれる市民を一人でも少なくすることを目指していますが、

具体的な計画の評価のためには、人口 10 万人あたりの自殺による死亡者数を示す自

殺死亡率を用います。 

国としては、自殺死亡率を先進諸国と同程度の水準まで減少させることを目指して

おり、旧大綱の数値目標を継続し、令和８年（2026 年）までに平成２７年

（2015 年）の水準から３０％以上減少させる（自殺死亡率を 13.0 以下にする。）

ことを目標としています。 

本市においては、第１期計画で定めた目標と同様の目標を改めて設定することとし、

計画の最終年にあたる令和９年（2027 年）までに自殺死亡率を 12.0 以下まで減

少させることとします。 

 

 

 

6 評価指標 

   自殺対策計画に基づいて実施する事業を適正に評価・検証するため、次の３つの評価

指標を設定します。 

評価指標 現状値 目標値（R9） 

ゲートキーパー養成研修受講者数 

 

  2,168人 

（R４年度末時点） 

２５０人／年 

４年合計 1,000 人 

ゲートキーパーの認知度 

（熊本市自殺対策意識調査※） 

36.5％ 

（R5.9月時点） 

50％ 

こころの相談窓口を知っている人の割合 

（熊本市自殺対策意識調査※） 

84.9％ 

（R5.9月時点） 

100％ 

熊本市（第２期計画）

目標値

H30 R1 R2 R3 R4 R9

自殺死亡率 17.2 11.5 13.0 16.1 12.6 18.4 12.0

国（参考）

目標値

H30 R1 R2 R3 R4 R8

自殺死亡率 18.5 16.1 15.7 16.4 16.5 17.4 13.0

熊本県（参考）

目標値

H30 R1 R2 R3 R4 R8

自殺死亡率 19.9 14.2 15.5 16.4 14.9 18.7 13.0

基準値
(平成27年)

実績値

基準値
(平成27年)

実績値

実績値基準値
(平成27年)

30％以上減少

34.7％以上減少

30％以上減少

令和９年（2027 年）までに自殺死亡率を平成２７年（2015 年）と比

べて 30％以上減少させる 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

※現在、追加調査中です 
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7 自殺対策の推進体制 

   本市では平成３０年（2018 年）に市長を本部長とする熊本市自殺対策推進本部

を設置しました。推進本部では、自殺対策計画の策定・進捗管理及び課題を共有し、

解決策の検討を行っています。市政のトップである市長が本部長となることで、庁

内横断的な体制を整え、自殺対策に積極的に取り組み、総合的かつ効果的に推進し

ます。 

   また、推進本部の下に、庁内の関係各課が参加する庁内連絡会を位置付け、具体

的な取組と現場レベルでの情報共有を行っています。 

   さらに、本計画の策定にあたっては、熊本市自殺対策連絡協議会で審議を行い、

熊本市の関係団体による取組や意見も盛り込んでいます。今後も協議会を通して、

本市の関係団体との連携を図りつつ、自殺対策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市自殺対策推進本部 

○本部長：市長 

【構成員】副市長、各局長、

各区長、教育長、消防局長、

交通事業管理者、上下水道事

業管理者、病院事業管理者 

【役割】自殺対策に係る施策

の総合的な推進等 

熊本市自殺対策連絡会 

【構成員】関係各課長及び各局

主管課長 

庁内推進体制 

連携 

熊本市自殺対策連絡協議会 

【構成員】 

（医療・保健・福祉）熊本県精神保健

福祉協会（熊本こころの電話）、熊本

市医師会、熊本県精神科協会、熊本県

精神保健福祉センター、熊本医療セン

ター、熊本県臨床心理士・公認心理師

協会 

（教育）熊本大学教育学部 

（労働）熊本地域産業保健センター、

熊本労働基準監督署 

（警察）熊本中央警察署、熊本南警察

署、熊本東警察署、熊本北合志警察署 

（学識・民間団体）熊本県弁護士会、

熊本いのちの電話、熊本市民生委員児

童委員協議会、熊本学園大学 

（報道）熊本日日新聞社 

【役割】 

自殺対策に係る施策等の検討及び評

価、情報共有 

熊本市地域自殺対策推進センター（事務局）  

関係機関との連携 

熊本市の推進体制 
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1 統計で見る熊本市の自殺の現状 

   自殺総合対策大綱での数値目標の基準年である平成２７年（2015 年）における

本市の自殺者数は１２７人で、自殺死亡率は 17.2 となっています。全国の自殺者

数は平成１５年（2003 年）の３４，４２７人をピークに令和元年（2019 年）ま

で減少傾向にあり、本市の自殺者数も平成３０年（2018 年）まで概ね減少傾向に

ありました。 

   しかしながら、令和元年（2019 年）以降は増減を繰り返しており、令和４年

（2022 年）は、平成２４年（2012 年）と同じく１３６人となっています（図１）。 

 

(1) 熊本市の自殺者数と自殺死亡率の推移 

平成２４年（2012 年）以降の本市の自殺者数と自殺死亡率の推移は次のとお

りとなっています（図１）。 

この期間で自殺者数が最も多い年は平成２４年（2012 年）および令和４年

（2022 年）の１３６人、最も少ない年は平成３０年（2018 年）の８５人でし

た。 

 

 

図 1 自殺者数と自殺死亡率の推移 

   

 

 

第 2 章 熊本市の現状 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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(2) 性別・年齢階層別の状況 

平成３０年（2018 年）から令和４年（2022 年）まで（以下「過去 5 年間」

という。）の性別・年齢階層別の自殺者数を示しています。 

男性は令和２年（2020 年）が最多の８９人、女性は令和４年（2022 年）が

最多の４３人となっており、近年増加傾向にあります（図２）。 

過去５年間の本市の自殺者数を年代別にみると、５０歳代、４０歳代、６０歳

代の順に多くなっています。男女別では、男性は４０歳代、５０歳代が最も多く、

女性は５０歳代、６０歳代が多くなっています（図 3）。 

各年齢階層の構成割合を全国と比べると、２０歳未満、３０歳代から６０歳代

において、本市が全国を上回っています（図 4）。 

 

図 2 男女別の自殺者数の推移（H30-R4） 

 

図 3 年齢階層別自殺者数（H30-R4 合計） 

 

 

 

出典：警察庁「自殺統計」 
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図 4 年齢階層別構成割合の比較（H30-R4 合計） 

 

 

 

 

過去５年間の年齢階層別（１０歳ごと）の死亡原因を見ると、１０歳代から３０歳

代の若年層で死因第１位が自殺になっています（表１）。 

このような傾向は、全国とほぼ同様です。 

 

表 1 熊本市の年齢階級別死因順位（Ｈ30-R4 合計）    （単位：人） 

 

 出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

 

順位 備考

年齢 死因 人数 死因 人数 死因 人数 自殺の順位

10歳未満 循環器系の先天奇形 17 染色体異常，他に分類されないもの 11 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 10 -

10～19歳 自　　　殺 20 不慮の事故 10 悪性新生物＜腫瘍＞ 9 -

20～29歳 自　　　殺 61 悪性新生物＜腫瘍＞　　　　　　 13 不慮の事故　　　　　　 12 -

30～39歳 自　　　殺 72 悪性新生物＜腫瘍＞ 41 脳血管疾患 15 -

40～49歳 悪性新生物＜腫瘍＞ 194 自　　　殺 90 心疾患（高血圧性を除く） 53 -

50～59歳 悪性新生物＜腫瘍＞ 525 心疾患（高血圧性を除く） 135 自　　　殺 101 -

60～69歳 悪性新生物＜腫瘍＞ 1,542 心疾患（高血圧性を除く） 319 脳血管疾患 172 8位

70～79歳 悪性新生物＜腫瘍＞ 2,813 心疾患（高血圧性を除く） 751 その他の呼吸器系の疾患 421 22位

80～89歳 悪性新生物＜腫瘍＞ 3,276 心疾患（高血圧性を除く） 1,938 その他の呼吸器系の疾患 1,182 31位

90～99歳 老　　　衰 2,146 心疾患（高血圧性を除く） 1,970 悪性新生物＜腫瘍＞ 1,514 40位

100歳～ 老　　　衰 409 心疾患（高血圧性を除く） 172 その他の呼吸器系の疾患 65 -

１位 ２位 ３位

出典：警察庁「自殺統計」 
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(3) 職業別の状況 

過去５年間の職業別の自殺者数を示しています。職業別では、無職者が 57.7％

で有職者より多くなっています。有職者の中では、被雇用・勤め人が多く、無職者

の中では、年金・雇用保険等生活者が多い状況です（図 5）。 

 

図 5 職業別の自殺者数（H30-R4 合計）   

  

 出典：警察庁「自殺統計」 

 

(4) 原因・動機別の状況 

自殺の多くは、多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖

する中で起きているといわれています（図６）。また、自殺時には、約９割の方が

何らかの精神科診断がつく状態であったことが知られています。 

    自殺は様々な要因が連鎖するなかで起きているといわれており、例えば、 

   ・「失業」がきっかけで「生活苦」になり、「多重債務」を抱えて「うつ状態」に

なり、自殺に追い込まれていく。 

   ・小さいころに「虐待」を受けた経験のある方が、結婚して「夫からの暴力」を

受けたことがきっかけで「精神疾患」になり、「離婚」し、「生活苦」になって

自殺に追い込まれていく。 

    このように、個人の自由な意志や選択の結果ではなく、「自殺は、その多くが追

い込まれた末の死」といえます。このことを改めて再認識することが必要です。 
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図 6 自殺の原因・背景イメージ図 

    

                              【出典】厚生労働省資料 

 

過去５年間の原因・動機別※2 の自殺の状況を男女別に示しています。自殺の原

因・動機をみると、男女ともに健康問題が最も多くなっています。その他、男性は、

経済・生活問題が多くなっているのに対し、女性では、家庭問題が多くなっていま

す（図 7）。  

 

図 7 自殺の原因・動機（H30-R4 合計） 

  
 

 

 
※2 原因・動機については、1人の自殺者において、複数の要因があるため、自殺者数と一致

しません。 

出典：警察庁「自殺統計」 
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(5) 自殺未遂歴の有無別の状況 

 

過去 5 年間の自殺者の未遂歴の有無を示しています。 

自殺者の４人に１人は自殺未遂歴があり、自殺未遂歴がある自殺者数の割合は、全

国の割合を上回っています（図 8）。 

 

図 8 自殺未遂歴の有無の比較（H30-R4） 

   

 

出典：警察庁「自殺統計」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺者数の統計には、「人口動態統計」と「自殺統計」があり、次のような違いがあります。 

１ 日本における外国人の取扱いの違い 

  「人口動態統計」は日本における日本人のみの自殺者数としているのに対し、「自殺統計」は、日本にお

ける日本人及び外国人の自殺者数としています。 

２ 調査時点の違い 

「人口動態統計」は自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは原因不明の死亡等で処理し、後

日原因が判明し、死亡診断書等の作成者から自殺の旨訂正報告があった場合には、遡って自殺に計上して

いるのに対し、「自殺統計」は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し計上

しています。 

３ 計上地点の違い 

  「人口動態統計」は、住所地に計上しているのに対して、「自殺統計」は住所地または発見地に計上して

います。 

【参考】厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」 
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 2 熊本市の現状・課題と対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈重点対策〉 

・「こども・若者の自殺への対策」、「女性の自殺への対策」、「自殺未遂者の再度の自殺企図

を防ぐ対策」の３つを重点対策と位置付けて取り組む。 

・こども・若者の自殺への対策として、こども局、教育委員会との連携強化、若者版ゲー

トキーパー養成の拡充等を行う。 

・女性の自殺への対策として、関係部署と連携し、妊娠等に関する悩み相談、産後うつ等

の早期発見・早期支援等を行う。 

・自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策として、こころといのちの支援事業（未遂者支

援事業）の拡充、救急医療機関への啓発等を行う。 

 

〈取組〉 

・ゲートキーパー養成研修を継続して実施する。新たに教員向けの研修や若者版ゲートキ

ーパー養成を実施する。 

・SNS を積極的に活用し、自殺予防や相談窓口に関する普及啓発を実施する。 

・健康問題の中で最も多いうつ病に関しては、早期発見・早期治療につなげることができ

るよう、ストレスチェックシステムの啓発やかかりつけ医への研修等を行う。 

・依存症専門相談員による相談や研修会など、うつ病と関連が強い依存症に関しても取組

を強化して行う。 

 

対策 

〈現状〉 

・原因別自殺者数では、男女ともに健康問題が最も多い。その他、男性は経済・生活問

題、女性は家庭問題が多い。 

・職業別の自殺者数では、有職者より無職者の方が多い。 

・４０歳代～５０歳代男性の自殺者数が最も多い。 

・ゲートキーパーの養成者数は、第１次計画の目標値２，０００人を達成した。 

・自殺対策意識調査の結果、ゲートキーパーの認知度が 36.5％。全国平均（12.3％）よ

り高い。 

〈課題〉 

・若年層の自殺者が増加傾向である。 

・女性の自殺は増加傾向であり、令和 4年（2022 年）は過去 5 年で最多である。 

・自殺者の４人に１人は自殺未遂歴がある。 

・自殺死亡率は、全国より低い状態が続いていたが、令和４年（2022 年）は全国を上回

った。 

現状・課題 
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１ 基本方針 

 

 

    自殺は、健康問題や経済・生活問題、家庭問題など、様々な問題が原因となっ

て引き起こされています。健康問題や家庭問題等、個人の問題と思われる要因で

あっても、専門家への相談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸

べることにより解決できる場合もあります。様々な要因を抱える方を地域全体の

取組を通して包括的に支援することで、自殺リスクを低下させていくことが必要

です。 

 

     

 

    自殺に追い込まれる人を一人でも少なくするためには、精神保健に関する取組

だけでなく、社会的な視点や経済的な視点を含んだ様々な取組が必要になります。

このような取組が効果的に作用するためには、自殺の要因となり得る生活困窮、

孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ等において

更なる関係者間の連携が必要であり、これらの関係者が自殺対策の一部を担って

いるという意識を共有することが、連携を深めていくためにも重要なことになり

ます。 

    また、全国的にこどもの自殺者数が増加傾向であることから、対策を強力に推

進することが必要です。本市では、こどもの自殺対策を推進するため、こども局

や教育委員会など関係部局と緊密に連携を図っていきます。 

    

   

   

    自殺対策は、自殺リスクを抱えた個人等に支援を行う「対人支援のレベル」、支

援者や関係機関同士の連携を深め、様々な支援の網の目からこぼれ落ちる人を出

さないようにする「地域連携のレベル」、さらに支援制度の整備等を通じて、誰も

自殺に追い込まれることのない地域社会の構築を図る「社会制度のレベル」とい

う３つのレベルに分けることができます。社会全体の自殺リスクを低下させるた

めには、それぞれのレベルに応じた取組を推進していくことが大切です。 

    また、自殺が発生する前の段階における啓発等の「事前対応」、自殺が起こりつ

つある状況に介入する「危機対応」、自殺や自殺未遂が生じてしまった場合におけ

る「事後対応」の３つも挙げられ、それぞれの段階に応じた施策を実施していく

必要があります。 

(1) 生きることの包括的な支援 

 

(2) 関連施策の有機的な連携 

 

第 3 章 自殺対策の取組 

(3) 段階に応じたレベルごとの対策 
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自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」ですが、心情や

背景は理解されにくい現実があります。危機的な状況になった場合には周囲に支援

を求めることが大切であるということが、地域全体の共通認識となるよう普及啓発

活動を行っていきます。 

また、身近にいるかもしれない自殺を考えている方のサインに早く気づき、専門

家につなぎ、見守っていけるよう、メンタルヘルスへの理解促進も含めた広報活動、

教育活動の推進や自死遺族等支援の観点からも自殺への偏見を払拭し、正しい理解

を促進する啓発活動が必要です。 

     

 

 

    自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等が悩みや苦しさを打ち明けづ

らい状況が作られるだけでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げになるこ

とがあります。遺族等支援としても、自殺に対する偏見をなくし、正しい理解を

促進するとともに、自殺対策に関わる方は、自殺者及び自殺未遂者並びにそれら

の方の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害することのないよ

う、自殺対策に取り組みます。 

 

 

 

(4) 実践と啓発を両輪として推進 

 

(5) 自殺者等の名誉及び生活への配慮 

 

 

出典：厚生労働省資料 
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自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会

的な問題であるとの基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援とし

て、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという

姿勢で展開する必要があります。この考え方は「誰一人取り残さない」持続可能で

よりよい社会の実現を目指す世界共通の目標である SDGｓの理念と合致するもの

であることから、自殺対策は、ＳＤＧｓの達成に向けた政策としての意義も持ち合

わせています。 

SDGｓとの関連 



16 

 

２ 自殺対策の具体的な取組 

本計画では具体的な取組について、１１の項目ごとに事業や取組を整理し、そのな

かでも「こども・若者の自殺への対策」、「女性の自殺への対策」、「自殺未遂者の再度

の自殺企図を防ぐ対策」の３つを重点対策と位置づけ、取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１１) 勤務・経営問題への対策 

 

(１０) 生活困窮者への自殺対策 

 

(９) 高齢者への自殺対策 

 

(８) うつ病等への対策 

 

(７) 生きることの促進要因への支援 

 

(６) 市民への啓発と周知 

 

(５) 自殺対策を支える人材の育成 

 

(４) 地域におけるネットワークの強化 

 

(３) 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策  ☆重点対策 

 

(２) 女性の自殺への対策           ☆重点対策 

 

(１) こども・若者の自殺への対策       ☆重点対策 
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  本市では令和元年（2019 年）以降、学生・生徒等の自殺者が５人以上という状況

が続いており、１０歳代から３０歳代の死因の第１位が自殺となっています。こども

の自殺の要因としては、学習不振等による自尊心の低下や家庭環境の問題、友達との

トラブルやいじめ等による孤立など様々な要因が複合的に絡み合っていることが考え

られます。また、学年が上がるほど周囲へ援助を求めることが難しいといわれている

ため、周囲の大人が適切に SOS を受け止めていける体制を整えたうえで、こどもたち

への SOSの出し方に関する教育を推進していく必要があります。 

  自殺総合対策大綱では、こども・若者の自殺対策の更なる推進・強化が示され、令

和５年（2023 年）６月には「こどもの自殺対策緊急強化プラン」という自殺対策の

強化に関する施策がまとめられました。リスクの早期発見や的確な対応等により、こ

どもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現が求められています。 

  こども・若者に対する自殺対策は、現在の自殺予防に資するだけでなく、将来の自

殺リスクを軽減することにもつながるため、こども局、教育委員会等と連携して取り

組んでいきます。 

 

 

  

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

ＳＮＳによる

こころの悩み

相談 

様々な悩みを抱える方が電話や面談によらず相談できる

ように、ＳＮＳを使ったこころの悩み相談を受け付け

る。           【こころの健康センター】 

 

相談対応率

100％ 

 

〔新規掲載〕

こどもホット

ライン 

こどもの命を守り、こどもの権利を守るために、学校内

外を問わず、こどもの権利に係る相談を受け、関係機関

と連携してケースに応じた支援策をトータルコーディネ

ートし、権利侵害の早期解消を図る。 

【こどもの権利サポートセンター】 

 

継続して実施 

(１) こども・若者の自殺への対策  ☆重点対策 

出典：警察庁「自殺統計」 

（熊本市）学生・生徒等の自殺者数の推移 【こどもの自殺対策緊急強化プランのポイント】 

出典：厚生労働省資料 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

〔新規掲載〕

ヤングケアラ

ー支援 

ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につなげる

ため、ヤングケアラー・コーディネーターを配置して支

援体制を構築するとともに、周知啓発や支援者向け研修

等を実施する。        【こども家庭福祉課】 

継続して実施 

〔新規掲載〕

こどもの居場

所支援 

養育環境等に課題を抱え、家庭や学校に居場所のないこ

どもへ安心できる居場所を提供した上でこどもとその家

庭が抱える多様な課題に応じた包括的支援を実施する。         

【こども家庭福祉課】 

継続して実施 

〔新規掲載〕

こどもの自殺

危機対応チー

ム 

多職種の専門家によって構成されるこどもの危機対応チ

ームを設置し、学校等からの要請に応じて、自殺リスク

の高い学生・生徒等への対応が困難な場合に、支援者に

対して助言等を行う。   【こころの健康センター】 

実施予定 

〔新規掲載〕

こどものここ

ろを育むため

の普及啓発 

こどものこころの育ちに重要な大人の関りについてチラ

シを作成し、区役所保健こども課で子育て中の保護者を

対象に説明し、配布する。   

        【こども支援課】 

継続して実施 

こども・若者

総合相談 

電話・面接・メールなどにより、こども・若者に関する

あらゆる相談を受け、悩みを傾聴しつつ助言及び情報提

供を行うことで、困難を抱える相談者の不安を取り除

き、精神状態の安定につなげる。 

    【こども・若者総合相談センター】 

継続して実施 

要保護児童相

談 

 

要保護児童・特定妊婦の早期発見と早期対応、関係機関

との連携を行い、保護者の精神面を把握して対応してい

くことで地域で生活する家族の支援を行うことにつなが

る。             【各区保健こども課】  

継続して実施 

児童に関する

相談援助 

児童虐待、非行、養育困難等に関する相談援助により、

こどもの福祉の向上、権利擁護を図る。【児童相談所】 

継続して実施 

思春期精神保

健福祉研修会 

教育関係者及び精神保健福祉業務に従事する支援者を対

象に思春期における「発達障がい」や「精神疾患」等に

ついて理解を深める研修会を開催する。            

【こころの健康センター】          

参加者アンケ

ートで「参考

になった」の

回答が 90％

以上 

ゲートキーパ

ー養成研修会 
・教職員や支援者等を対象とした、ゲートキーパーに

関する研修を行う。 

・庁内職員を対象とした、ゲートキーパーに関する動

画（または紙面）による研修を行う。 

【こころの健康センター】 

ゲートキーパ

ー養成者数：

250 人/年 

〔新規掲載〕

若者版ゲート

キーパー養成 

中学３年・高校・大学・専修学校の生徒・学生を対象

に、自殺予防に関する研修を行う。 

【こころの健康センター】 

年２回以上実

施 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

相談窓口一覧

の周知 

身近な人に相談できない児童・生徒が気軽に相談できる

よう、市内外の相談機関一覧表を作成し、周知する。                  

【総合支援課】 

 

継続して実施 

いのちの大切

さを考える講

演会の開催 

こどもたちが性に関して正しい判断力を身に付け、適切

な行動を選択できるよう、産婦人科医や助産師等の専門

家を学校に派遣し、「いのちの大切さを考える講演会」

を実施する。            【健康教育課】 

中学校、高等

学校、支援学

校は全校の実

施。 

小学校の実施

校増 

命の大切さを

実感できる授

業実践 

 

「特別の教科 道徳」における〈生命の尊さ〉、保健体

育や特別活動における〈心の健康〉等の指導を通し、不

安や悩み、ストレスへの対処の仕方、きつい思いを抱え

ている友達への接し方等について理解し、行動しようと

する態度の育成を目指す。     【教育センター】       

継続して実施 

定期的なアン

ケートの実施 

 

毎月実施する「きずなアンケート」、年に１回実施の

「心のアンケート」により、いじめや悩み等、児童生徒

が声をあげられる機会を確保し、適切な相談、対応等に

努める。              【総合支援課】     

児童生徒の

「自死ゼロ」

を目指す 

 

いじめ防止等

対策 

いじめ防止に関する基本方針に基づき、総合的・効果的

にいじめ防止等の対策を推進することで、いじめの早期

発見・防止を図る。         【総合支援課】 

継続して実施 

学校等におけ

る相談体制の

充実 

各学校において、担任、教育相談担当者を中心に児童生

徒の悩み等に対応する相談体制作りに努める。また、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を

配置し、専門家による相談ができる体制をとる。            

【総合支援課】 

継続して実施 

学習支援 生活保護受給世帯の中学生を対象者として、学習会及び

社会文化体験活動、キャリアに関する講演会等を開催

し、学習支援を行うほか、こどもの居場所として学校生

活についての相談にも対応する。 【保護管理援護課】 

継続して実施 
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 女性の自殺は、全国では 2 年連続の増加、本市でも令和４年（2022 年）に４３人と

過去５年で最多となり、増加傾向となっています。 

 また、自殺総合対策大綱では、新たに、妊産婦への支援、コロナ禍で顕在化した課題

を踏まえた女性の自殺対策を「当面の重点施策」に位置付けて取組を強化すると示され

ています。 

 令和３年（2021 年）１２月に開催された「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」

では、妊産婦の死亡原因で最も多いのは自殺であるとされています。妊娠初期は予期し

ない（望まない）妊娠、産後は周産期うつ病が大きな要因と考えられ、それぞれの段階

に応じた支援が必要です。 

 そのほか、配偶者等からの DV やひとり親世帯の貧困等、様々な困難・課題を抱える

女性に寄り添ったきめ細かい相談支援等による取組を推進します。 

 

（熊本市）女性の自殺者数の推移         

    

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

〔新規掲載〕

妊娠等に関す

る悩み相談 

妊娠内密相談センターを開設し、妊娠や出産、不妊・

不育症、からだのことなどに関する相談に対し、必要

な情報提供や支援を行う。       

【妊娠内密相談センター】 

随時対応 

〔新規掲載〕

産後ケア 

出産後の母親の身体的回復や心理的安定を促すととも

に、母親自身のセルフケア能力を育み、母子とその家

族が健やかな育児ができるよう支援を行う。 

【こども支援課】 

継続して実施 

(２) 女性の自殺への対策  ☆重点対策 

出典：警察庁「自殺統計」  

【DV 相談ナビ】 

出典：男女共同参画局 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

〔新規掲載〕

親子入所支援 

母子生活支援施設において、保護者のレスパイト・ケ

ア（子育てから一時的に解放され、休養を取るための

支援）を実施するとともに、児童の養育方法や関わり

方、その他家庭に関する不安・悩みごとの相談支援を

行う。           【こども家庭福祉課】 

継続して実施 

〔新規掲載〕

子育て世帯訪

問支援 

家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家

庭、妊産婦等がいる家庭をホームヘルパー等が訪問

し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家

事。育児等の支援を実施する。【こども家庭福祉課】 

継続して実施 

養育支援家庭

訪問 

 

子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭等、

養育支援が特に必要であると認められる家庭に対し、

助産師等が家庭訪問し、養育に関する指導や助言等を

行うことにより、家庭の適切な養育の実施を確保す

る。   【こども家庭福祉課、各区保健こども課】 

継続して実施 

母親の心のケ

ア推進 

 

産後の心身共に不安定な時期において産後うつ病等を

早期発見し、早期支援につなげる。   

【こども支援課、各区保健こども課】 

支援依頼に対

し全数対応 

配偶者暴力相

談 

 

配偶者等からの暴力（DV）を受けた被害者から相談

を受け、相談者の気持ちに寄り添いながら必要な支援

を行うことで安心した生活を送れるようにする。         

【男女共同参画課、各区福祉課（中央区以外）】         

継続して実施 

DV 防止セミナ

ー 

 

DV やデート DV の防止に向けて、相談員や支援者等

の知識の共有を図り、被害の早期発見につなげるた

め、専門家によるセミナーを開催する。                   

【男女共同参画課】 

年１回以上開

催 

DV 対策関係機

関ネットワー

ク会議 

DV 被害者支援の連携強化を図るため、関係機関や支

援団体と情報共有・意見交換を行う会議を開催する。              

【男女共同参画課】         

年１回以上開

催 

女性に対する

暴力をなくす

運動 

 

毎年１１月１２日～２５日の「女性に対する暴力をな

くす運動」期間に合わせ、パープルリボンツリーや啓

発パネル等の展示をおこない、女性の人権尊重のため

の意識を啓発する。      【男女共同参画課】 

毎年開催 

女性の権利ホ

ットライン 

 

男女共同参画週間に合わせ、電話や面談によって、女

性や性的少数者からの様々な悩みを弁護士が聴き、専

門的なアドバイスや法的な解決方法等を相談者に教示

することで、悩みや問題の早期解決につなげる。     

【男女共同参画課・熊本県弁護士会】 

相談件数の増

加 

女性の生きづ

らさを考える

講座 

 

生きづらさの原因と実態を知り、理解を深めることを

通して、自分自身の生き方を前向きに切り開いていく

ためのきっかけを見出すことを支援する。             

【男女共同参画課】 

毎年開催 

再就職準備講

座 

子育て期にある母親の再就職を支援するため、家族間

で悩みを共有、分かち合い、仕事環境を整えることを

目的として実施する。     【男女共同参画課】 

毎年開催 

福祉総合相談 女性の抱える問題をはじめ、福祉の様々な部門にまた

がる相談を受け付け、各事業担当課と連絡・調整をと

りながらサービス等社会資源を活用して問題解決を図

る。               【各区福祉課】 

継続して実施 
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 自殺未遂者が再び自殺を企図する可能性は自殺未遂者以外のものに比べ、著しく高い

とされています。本市の自殺者の４人に１人は自殺未遂歴があり、自殺未遂歴がある自

殺者数の割合は、全国の割合を上回っています。 

 また、熊本県内において、自殺企図等を契機として精神科病院を受診した方に対して

実施された「熊本自殺未遂者実態調査研究 2019」の結果では、熊本地震後、特に女性

において、精神科病院を自殺関連行動で初診した患者数と熊本県の自死数との逆相関が

示唆されています。この結果は、熊本市自殺対策連絡協議会でも共有され、コロナ禍や

今後の災害後においても、同様の傾向が考えられます。 

女性は高ストレス状況及び家事・育児等、女性が多く担ってきた役割を負うなかで精

神科医療とのつなぎが絶たれ、支援につながりにくくなることで自殺リスクが悪化する

可能性があります。 

 本市では、自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため、自殺未遂者やその家族への相談対応、

関係機関との連携を強化します。 

 

自殺未遂歴の有無の比較（H30-R4）   

    

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

こころといの

ちの支援事業

（自殺未遂者

支援） 

 

自殺未遂者やその家族を支援するため、専門の相談

員を配置し、関係機関と連携して相談対応等を行

う。         【こころの健康センター】        

継続して実施 

〔新規掲載〕 

こころといの

ちの支援事業

連絡協議会 

 

事業運営に関する課題検討や緊密な連携のため、医

療機関、県警、消防等関係機関による協議会を行

う。         【こころの健康センター】 

年 1 回以上実施 

(３) 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策  ☆重点対策 

83 人 

出典：警察庁自殺統計 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

救急業務 

 

事故や病気による傷病者を、救急隊によって医療機

関に搬送する。必要に応じ保健福祉部門と情報共有

を行い、未遂者の支援に寄与する。  【救急課】 

関係機関と連携

し、未遂者の支

援に取り組む 

熊本救急医療

自傷・自殺問

題対策協議会 

救急医療現場の自傷・自殺に関する調査・研究・多

職種連携ワーキンググループ活動を行う。          

【熊本医療センター】 

継続して実施 

熊本ＰＥＥＣ

コースの開催 

救急医療スタッフが自傷・自殺未遂症例を含めた精

神科救急事案の初期評価方法を学ぶことで、標準的

な初期対応を習得するＰＥＥＣ（Psychiatric 

Evaluation in Emergency Care）コースを定期開

催する。         【熊本医療センター】 

継続して実施 
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  自殺対策を推進するための基盤となる取組が地域におけるネットワークの強化です。

それは自殺対策に特化したものだけでなく、他の事業を通じて地域で展開されるもの

も含みます。ひとつひとつのつながりが、地域住民を支えるつながりとなり、最終的

に自殺対策に貢献していくものになります。こども食堂や地域団体を通じた地域交

流・居場所づくり、関係機関・団体等との連携強化による地域のネットワークづくり

を推進します。 

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

自殺対策連絡協

議会 

 

関係機関・民間団体等との緊密な連携を図るととも

に、地域の自殺対策を総合的に推進するため、関係

機関の代表者や専門家等による協議会を開催する。        

【こころの健康センター】 

年 1 回以上開催 

〔新規掲載〕こ

どもの居場所づ

くり支援 

食事の提供を通して全てのこどもが気軽に安心して

過ごせる場、地域交流の場として、町内自治会や団

体、企業等が運営するこども食堂に対する支援を行

う。             【こども政策課】 

継続して実施 

〔新規掲載〕熊

本市孤独・孤立

対策官民連携プ

ラットフォーム 

行政と NPO 団体等が連携し、多様化・複合化して

いる孤独・孤立に関する相談等に対応する。 

【健康福祉政策課】 

継続して実施 

地域包括ケアシ

ステムの推進 

地域包括支援センターにおける高齢者の総合相談や

見守り、権利擁護等の支援を行う。【高齢福祉課】 

継続して実施 

まちづくり活動 

 

校区自治協議会や町内自治会の活動及び各種の地域

活動を通じたまちづくり活動により、住民相互の支

えあいや不安解消、生活向上につながる。                      

【地域活動推進課】 

継続して実施 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(４) 地域におけるネットワークの強化 



25 

 

                      

  自殺対策に関わる人材の養成は、自殺対策を推進するうえで基礎となる重要な取組

です。また、自殺は危機要因が複合的に連鎖して引き起こされることから、様々な分

野の関係者や住民がこころの不調を抱えている人や自殺に傾くサインに気づき、声を

かけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る「ゲートキーパー」の役割を

担う人材の養成が必要です。住民一人ひとりがその担い手となるよう、研修等を通し

て人材育成を行います。 

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

ゲートキーパー

養成研修会（再

掲） 

・教職員や支援者等を対象とした、ゲートキーパ

ーに関する研修を行う。 

・庁内職員を対象とした、ゲートキーパーに関す

る動画（または紙面）による研修を行う。 

 【こころの健康センター】 

・ゲートキーパ

ー養成者数 ：

250 人/年 

・全職員受講 

〔新規掲載〕若

者版ゲートキー

パ ー 養 成 （ 再

掲） 

中学３年・高校・大学・専修学校の生徒・学生を

対象に、自殺予防に関する研修を行う。 

【こころの健康センター】 

年２回以上実施 

自殺予防研修会

（支援技術修得

等） 

自殺予防に関する相談の技術を支援者が高めること

を目標として、専門的知識及び技術の習得を目的と

した研修を行う。   【こころの健康センター】 

参加者アンケー

トで「参考にな

った」の回答が

90％以上。 

自助グループ等

育成 

 

悩みを抱えた市民が互いに支えあうための自助グル

ープ等の組織の育成について協力を行うことで、重

層的な支援を行う。  【こころの健康センター】 

継続して実施 

依存症研修会 支援者を対象とした、依存症に関する研修会。     

【こころの健康センター】 

継続して実施 

研修会等への臨

床心理士派遣 

関係機関、民間団体等の行う自殺対策に関連する相

談会や研修会に講師として臨床心理士・公認心理師

を派遣する。 

【熊本県臨床心理士・公認心理師協会】 

継続して実施 

 

 

 

 

(５) 自殺対策を支える人材の育成 
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  地域のネットワークを強化したり、自殺対策を支える人材を育成したりしても、地

域住民が相談機関や取組の存在を知らなければ適切な支援につなげることができませ

ん。自死遺族や性的マイノリティ当事者などは様々な偏見等から周囲に相談できず、

孤立しやすいことが考えられます。生きることを支える情報と市民との間をつなぐた

め、気軽に相談できるＳＮＳ等も活用しながら様々な相談機関の案内や啓発活動に力

を入れていきます。地域全体に向けた啓発や相談機関等の情報の周知を図ることで、

様々な問題に悩む方とそれを支援する方との接点を増やします。 

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

自殺予防週間及

び自殺対策強化

月間における普

及啓発 

市民の自殺予防に関する意識を醸成するため、ラ

ジオや市政だより、ＳＮＳ等を通して、自殺予防

に関する啓発活動を実施する。 

  【こころの健康センター】 

継続して実施 

〔新規掲載〕若

者版ゲートキー

パ ー 養 成 （ 再

掲） 

中学３年生以上の高校・大学・専修学校の生徒・

学生を対象に、自殺予防に関する研修を行う。       

【こころの健康センター】 

年２回以上実施 

自死遺族への理

解促進 

支援者を対象とした自死遺族支援に関する講演会

を開催する。また、リーフレットを作成し、広く

市民に配布する。  【こころの健康センター】 

継続して実施 

ふれあい出前講

座 

市民団体等に対して依存症、ゲートキーパーに関

する出前講座の実施。【こころの健康センター】 

継続して実施 

いのち支える相

談窓口の周知 

自殺は様々な原因によって引き起こされるもので

あるため、悩んでいる方に対し、様々な問題の相

談先を記載したリーフレットを配布する。 

【こころの健康センター】 

継続して実施 

人権啓発推進及

び相談 

人権尊重の共生社会を目指すため、市民参画と協

働による人権教育・啓発の推進を行い、人権尊重

意識の高揚を図るとともに市民からの人権に関す

る相談を受ける。       【人権政策課】 

継続して実施 

性的マイノリテ

ィへの理解促進 

 

性的マイノリティ当事者が抱える生きづらさや悩

みなどを周りの人たちが理解し、偏見や差別を無

くしていくため、市民向けセミナーや研修、専門

家講師の派遣、リーフレットの配布を通じ、理解

促進に努める。      【男女共同参画課】 

継続して実施 

(６) 市民への啓発と周知 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

こころの健康や

自殺対策に関す

る講演会の開催 

公開講演会とシンポジウムを開催する。  

【熊本いのちの電話、熊本県精神保健福祉協会】 

アンケート結果に

よる評価を実施 

「メンタルヘル

スくまもと」冊

子の配布 

メンタルヘルス全般、精神疾患、発達障害、高次

脳機能障害、認知症、職場のメンタルヘルス対

策、社会資源情報など幅広いテーマを精神科医

師、臨床心理士が分担執筆し、こころの健康の理

解を深めるために配布する。 

【熊本県精神保健福祉協会】 

継続して実施 

ホームページを

使った医療機関

等の情報提供 

精神科医療機関など社会資源の情報を提供し、市

民の利便性を向上させ、メンタル不調の早期発

見・早期治療につなげ、自殺予防を図る。 

【熊本県精神保健福祉協会】 

継続して実施 
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  自殺の危険性は、「生きることの促進要因」よりも「生きることの阻害要因」が上回

ったときに高まります。このようなことを踏まえて、相談支援や相談窓口の発信を充

実させることで、自殺に傾いている方やその家族が抱える悩みやストレスの負担軽減

を図り、「生きることの促進要因」を強化します。 

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

ＳＮＳによるこ

ころの悩み相談

（再掲） 

 

様々な悩みを抱える方が電話や面談によらず相談

できるように、ＳＮＳを使ったこころの悩み相談

を受け付ける。 

【こころの健康センター】 

相談対応率 

100％ 

精神保健福祉相

談 

 

こころの悩み等について電話、来所、訪問等で相

談を受ける。必要に応じて精神科医師、臨床心理

士等が面談を受けるとともに、精神保健福祉に関

する情報提供を行う。【こころの健康センター】       

継続して実施 

区役所での心の

健康相談 

月 1 回心の健康に不安をもつ市民と家族を対象に

精神科医師による相談日を設け、必要な支援を行

う。          【各区保健こども課】           

継続して実施 

暮らしとこころ

の悩みの相談会 

 

こころの悩み、経済的な悩み、法的な悩み等を相

談できる場の提供として、精神科医・弁護士・臨

床心理士・ハローワーク・生活自立支援センター

等による包括相談会（年 4 回）の開催。 

【こころの健康センター・熊本県弁護士会】 

年 4 回実施 

〔新規掲載〕依

存症専門相談 

依存症専門医による相談を月に 1 回実施するほ

か、依存症専門相談員による各依存症相談を行

う。        【こころの健康センター】 

継続して実施 

依存症当事者グ

ループプログラ

ム 

依存症当事者を対象とした、依存症の回復プログ

ラムを用いたグループプログラムを行う。       

【こころの健康センター】 

継続して実施 

依存症家族教室 

 

依存症に伴う問題に対応するために、家族が学び

あい、共感と癒しを得る場の提供。 

【こころの健康センター】 

継続して実施 

 

 

依存症自助グル

ープ支援 

依存症等の自助グループ、家族会への支援 

【こころの健康センター】 

継続して実施 

 

精神科病院にお

ける出張法律相

談 

熊本県下の精神科のある複数の病院に相談員を派

遣し、患者等を対象とした法律相談を実施する。 

【熊本県弁護士会】 

継続して実施 

犯罪被害者等支

援 

 

犯罪被害に遭った当事者及びご家族・ご遺族の相

談等を受け、必要な支援を行う。または適切な関

係機関につなぐ。       【生活安全課】 

継続して実施 

(７) 生きることの促進要因への支援 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

熊本いのちの電

話相談 

 

失業・借金・心の病等様々な悩みを抱えた方から

の電話相談を 24時間年中無休で受け付けてい

る。なお、自殺予防いのちの電話では、毎月 10

日に 24時間通話料無料で受信している。 

  【熊本いのちの電話】    

より多くの相談に

対応する 

熊本こころの電

話相談 

 

こころの均衡を失い、精神的に危機状況にある方

に対して、一定期間の養成研修を受けたボランテ

ィアカウンセラーによる電話相談を受け付ける。 

【熊本県精神保健福祉協会】 

より多くの相談に

対応する 

ひきこもり対策 

 

ひきこもり状態にある本人や家族の支援を行うこ

とで、精神的な不安や負担の軽減を図り、孤立を

防ぐ。【こころの健康センター（ひきこもり支援セ

ンターりんく）】 

継続して実施 

自死遺族相談 悩みや苦しみを抱えた自死遺族へ電話や面接等に

よる相談を行う。  【こころの健康センター】 

継続して実施 

自死遺族グルー

プミーティング 

大切な人を自死（自殺）で亡くされた方が悩みや

苦しみを話し、分かち合う会を開催する。                   

【こころの健康センター】 

継続して実施 
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  自殺の原因・動機では、男女ともに健康問題が最も多く、なかでもうつ病等の精神

疾患を原因としている方が多いため、その方々への支援が必要です。 

  また、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症も本人の健康悪化や生活苦、家庭

内での不和を引き起こしやすく、うつ病との合併頻度も高いとされています。 

  しかしながら、精神疾患や精神科医療に対する偏見などから、精神科を受診するこ

とに抵抗を感じる方は少なくありません。うつ病や依存症は誰もがかかりうる病気で

あり、早期に発見、治療することにより、早期回復が見込まれます。相談支援を充実

させ、うつ病等の早期治療につなげることで、自殺予防を進めていきます。 

  

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

ストレスチェッ

クの普及・啓発 

 

市民がいつでも自分でストレス状態を確認し、必要

な相談支援を受けられるように、市ホームページに

ストレスチェックアプリを導入する。    

 【こころの健康センター】 

年間のアクセス

数：80,000 件

以上 

かかりつけ医等

心の健康対応力

向上研修 

うつ病等の患者の早期発見、早期治療を行うため、

内科医等のかかりつけ医に対して、うつ病等に関す

る専門的な養成研修を実施する。      

【こころの健康センター】 

年 1 回以上実施 

うつ病予防対策 

 

うつ病予防対策、事前の対策としてメンタルヘルス

不調の労働者に対する相談・指導及び高ストレス

者・長時間労働者への医師による面接指導を行う。                   

【熊本地域産業保健センター】 

継続して実施 

依存症専門相談

（再掲） 

依存症専門医による相談を月に 1 回実施するほか、

依存症専門相談員による各依存症相談を行う。 

【こころの健康センター】 

継続して実施 

 

 

 

 

 

 

 

(８) うつ病等への対策 
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  年齢を重ねるに従って、身体的な疾患を抱える方が増える傾向にあり、このような

身体的苦痛がうつ病等の引き金になることがあります。また、年齢を重ねるとともに

認知症になる可能性も高くなりますが、認知症の初期にも抑うつ状態になることが知

られています。さらに、配偶者や兄弟など近親者の喪失や地域や家庭での役割の減少、

コロナ禍による周囲との関りの減少等により孤独感が増し、自殺リスクが高まること

が考えられます。 

  このようなことから、高齢者の自殺を予防するためには、孤立を防ぐことが重要で

あり、家庭や地域での見守りを行うとともに、社会参加を図ることが必要です。 

 

（熊本市）70 歳以上の自殺者数の推移 

  

〇主な事業・取組  

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

高齢者権利擁護 

 

成年後見制度利用への支援や関係機関と連携して高

齢者虐待防止に取り組むことで、高齢者の人権を尊

重し、尊厳を保持する。     【高齢福祉課】 

高齢者の権利

擁護、対応力

向上を目指す 

認知症高齢者に

対する地域支援 

関係機関との連携により、認知症高齢者とその家族

を地域で支える相談支援体制の拡充を図る。             

【高齢福祉課】 

継続して実施 

認知症サポータ

ー養成 

 

認知症サポーター養成講座、キャラバンメイト養成

研修の実施を通して認知症に対する正しい理解の普

及啓発の推進を図る。      【高齢福祉課】 

継続して実施 

ジュニアヘルパ

ー養成 

中学生が近隣の独居高齢者宅を訪問し、話し相手等

の見守り活動を行い、生きがいづくりと社会参加を

促進する。           【高齢福祉課】 

 

認知症コールセ

ンターの運営 

認知症コールセンターを運営することで、認知症高

齢者やその家族が相談できる体制を整える。           

【高齢福祉課】 

継続して実施 

高齢者技能習得

センターの運営 

高齢者が技能習得を行う機会と場を設け、積極的な

社会参加の促進を図る。     【高齢福祉課】 

継続して実施 

地域包括ケアシ

ス テ ム の 推 進

（再掲） 

地域包括支援センターにおける高齢者の総合相談や

見守り、権利擁護等の支援を行う。【高齢福祉課】 

継続して実施 

(９) 高齢者の自殺への対策 

出典：警察庁「自殺統計」 
出典：厚生労働省資料 

【地域包括ケアシステム】 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

老人福祉センタ

ーの運営 

高齢者に対し、各種相談に応じるとともに健康の増

進、教養の向上、地域の交流を図ることで生きがい

づくりと社会参加を促す。    【高齢福祉課】 

継続して実施 

老人憩の家の運

営 

高齢者等の教養の向上、レクレーション、集会のた

めの場を提供し、生きがいづくりと社会参加を促進

する。             【高齢福祉課】 

継続して実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

         

  過去５年間における本市の自殺者のうち、約６割を無職者が占めており、新型コロ

ナウイルス感染症が拡大した令和２年（2020 年）以降は、失業者の自殺者数が増加

しています。 

また、過去５年間の「経済・生活問題」を原因とした自殺者は１０８人（うち男性

９４人）となっており、生活困窮者の自殺の問題は課題のひとつとなっています。生

活困窮者への支援は生活扶助等の金銭給付による支援だけでなく、本人の自立を促す

ための支援も必要です。 

 

（熊本市）失業者の自殺者数の推移 

 
出典：警察庁「自殺統計」 

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

多重債務相談 多重債務に関する相談について、司法書士による法的、

専門的なアドバイスを行い、債務を見直し、生活再建を

一緒に考えることで相談者の経済的及び精神的負担軽減

につなげる。     【生活安全課消費者センター】 

継続して実施 

生活保護業務 申請相談や通常のケースワークの中で不安や悩みの相談

を受け、助言や関係機関へのつなぎの支援を行う。             

【保護管理援護課】          

継続して実施 

生活困窮者自

立支援 

 

生活困窮者の困りごとを傾聴し、相談者の気持ちに寄り

添いながら相談者の状況に応じた支援策を提案し、関係

機関と連携して自立に向けた支援を行うことで、経済的

な自立並びに精神的な安定を支援する。 

【保護管理援護課】 

継続して実施 

一時生活支援 解雇や派遣労働者の雇止め等によりホームレスとなるこ

とを余儀なくされた生活困窮者に、有期で宿泊場所・衣

食の提供をおこなう一時的な宿泊施設を確保し、個々の

状況に応じ、自立に向けて必要な生活基礎訓練や関係機

関と連携した就労支援等を行う。 【保護管理援護課】 

継続して実施 

就労準備支援 直ちに一般就労することが難しい生活困窮者に、一般就

労に向けた基礎力形成等の支援を行う。 

【保護管理援護課】 

継続して実施 

(１０) 生活困窮者の自殺への対策 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

家計相談支援 生活困窮者の安定的な生計維持と困窮状態からの早期の

脱却を目的として、生活困窮者の家計に関する相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行い、あわせて支出の

節約に関する支援や生活に必要な資金の貸付の斡旋等に

より、継続的に家計支援を行う。 【保護管理援護課】 

継続して実施 

生活福祉資金

貸付 

収入を得るまでのつなぎ資金の貸付を行い、経済的不安

の解消につなげる。    【熊本市社会福祉協議会】 

継続して実施 

暮らしとここ

ろの悩みの相

談会（再掲） 

こころの悩み、経済的な悩み、法的な悩み等を相談でき

る場の提供として、精神科医・弁護士・臨床心理士・ハ

ローワーク・生活自立支援センター等による包括相談会

（年 4回）の開催。 

【こころの健康センター・熊本県弁護士会】 

年 4 回実施 
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  本市では、４０歳代、５０歳代の中年男性の自殺者が最も多く、その原因・動機と

しては、健康問題に次いで、勤務・経営問題が多くなっています。 

  近年、全国的にも勤務問題で自殺する方が増加傾向にあります。コロナ禍以降、テ

レワークが増え、労働時間の管理が困難になった結果、過重労働が生じ、また、孤独

感・疎外感を持ちやすく、心身状態の悪化につながっていることが考えられます。さ

らに、職場におけるセクハラ・パワハラ等のハラスメントは、労働者の心身の健康に

影響を及ぼすものであるといわれており、労働者の健康管理とあわせてメンタルヘル

スの対策を推進していくことが必要です。 

 

 

   

 

〇主な事業・取組 

事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

労働相談窓口 熊本県社会保険労務士会による労働に関する相談窓

口を設置し、労使トラブルに対するアドバイス等に

より、精神的負担を軽減する。  【雇用対策課】 

継続して実施 

〔新規掲載〕労

働者の健康管理

（メンタルヘル

スを含む）に係

る相談 

定期健康診断の結果、脳・心臓疾患関係の主な検査

項目等に異常の所見があった労働者に対し、医師ま

たは保健師が日常生活面での指導や健康管理に関す

る情報の提供を行う。また、メンタルヘルス不調を

感じている労働者に対しても相談を受け、アドバイ

スや指導を行う。 【熊本地域産業保健センター】 

事業場からの

依頼に応じて

実施 

〔新規掲載〕高

ストレス者・長

時間労働者に対

する面接指導 

ストレスチェックの結果、高ストレスであった労働

者や時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対して医師

が面接指導を行う。【熊本地域産業保健センター】 

事業場からの

依頼に応じて

実施 

うつ病予防（再

掲） 

うつ病予防対策、事前の対策としてメンタルヘルス

不調の労働者に対する相談・指導及び高ストレス

者・長時間労働者への医師による面接指導を行う。 

【熊本地域産業保健センター】 

 

継続して実施 

(１１) 勤務・経営問題への対策 

（熊本市）40 歳代、50 歳代男性の自殺者の推移 

出典：いのち支える自殺対策推進センター 
出典：警察庁「自殺統計」 

【中高年男性の自殺対策のための啓発コンテンツ】 
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事業名 事業概要【担当課等】 取組目標等 

働き方相談所 就職・再就職（転職）を考えている方、今の仕事に

ついて悩んでいる方等就業に関する悩みのある方な

どを対象にハローワークの職員が個別に相談に応

じ、効果的な就業支援につなげる。 

【男女共同参画課】 

継続して実施 

男女共同参画出

前講座 

セクハラ・パワハラ等の各種ハラスメント防止に関

する講座の開催を希望する市民・企業等（10 名以

上）に対し、弁護士や社会保険労務士などの専門家

を講師として派遣する。   【男女共同参画課】  

継続して実施 

メンタルヘルス

研修講師紹介派

遣 

労働者自身の心の健康増進や心の不調者の支援が円

滑に行われるように支援するため、各事業所からの

依頼を受け、メンタルヘルスの取組（セルフケア・

ラインケアによるケア）に関わる方への研修会の講

師を紹介派遣する。 【熊本県精神保健福祉協会】 

継続して実施 

 


